
 

67 昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
四
日
提
出 

質

問

第

六

七

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

舞
鶴
引
揚
援
護
庁
関
係
勤
務
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 

殿 

提
出
者 

河 

田 

賢 

治 

一 

 



引
揚
業
務
終
了
後
、
援
護
庁
関
係
の
職
員
の
身
分
は
ど
う
な
る
か
。
又
退
職
金
は
、
ど
ん
な
基
準
に
て
支
給
さ
れ
る
か
。

く
わ
し
く
回
答
さ
れ
た
い
。
な
お
、
継
続
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
臨
時
工
も
職
員
な
み
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 

舞
鶴
引
揚
援
護
庁
関
係
勤
務
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 
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